
総務常任委員会に付託された事件について、審査した結果を御報告いたします。 

 

議案第１号 平成２７年度岩国市一般会計補正予算（第３号）  

議案第１５号 平成２８年度岩国市一般会計予算  

 以上２議案のうち、当委員会所管分は、慎重審査の結果、原案妥当と認め可決すべきも

のと決しました。  

 

議案第１６号 平成２８年度岩国市土地取得事業特別会計予算  

議案第５６号 岩国市消費生活センター条例  

議案第５９号 市長等の給与の特例に関する条例  

議案第６０号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例  

議案第６１号 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整備に関する条例  

議案第６２号 岩国市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例  

議案第６３号 岩国市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例  

議案第６４号 岩国市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例  

議案第６５号 岩国市証人等の実費弁償支給条例の一部を改正する条例  

議案第６６号 岩国市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例  

議案第６７号 重複地番解消のための山地番の変更に伴う関係条例の整理に関する条例  

議案第６８号 岩国市手数料条例の一部を改正する条例  

議案第６９号 岩国市生活交通バス条例の一部を改正する条例  

議案第７５号 岩国市交流館条例の一部を改正する条例  

議案第７８号 財産の無償貸付けについての一部変更について  

議案第７９号 指定管理者の指定について  

議案第８０号 指定管理者の指定について  

議案第８１号 指定管理者の指定について  

議案第８９号 指定管理者の指定について  

議案第９７号 広島市と山口県岩国市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結に関

する協議について  

議案第９８号 山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増減、共同処理す

る事務の変更、共同処理する事務の構成団体の変更及びこれに伴う規約の

変更について  

議案第１００号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について  

議案第１０１号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について  

議案第１０２号 岩国市過疎地域自立促進計画の策定について  

議案第１０３号 岩国市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例  

以上２５議案は、慎重審査の結果、原案妥当と認め可決すべきものと決しました。  

 

請願第１号 民主主義と地方自治を尊重して沖縄県との誠意ある話し合いを行うよう求め

る意見書を提出することについて  



本件は、引き続き審査すべきものと決しました。  

 

 それでは、審査の状況について、御報告いたします。 

議案第１５号 平成２８年度岩国市一般会計予算のうち、当委員会の所管分の審査にお

きまして、総務費のうち、バス等関係費の通学定期券利用促進事業費補助金に関し、  

委員中から、「市内の中学生・高校生の通学定期券利用者で、本事業の対象者は何名いる

のか。また、どういった告知方法を考えているのか」との質疑があり、 

当局より、「対象者については、錦川清流線利用者が８０名から９０名程度、防長バス利

用者が７名程度と推計している。告知方法については、今議会終了後、直ちにチラシ等を

作成し、列車やバス等の車内へ掲示し、各学校への説明も行った上で、対象者の漏れがな

いようにしてまいりたい」との答弁がありました。 

また、防犯対策費の岩国市防犯灯設置費補助金に関し、 

委員中から、防犯灯のＬＥＤ化の進捗状況についての質疑があり、 

当局より、「平成２８年２月末現在で、８０．７％の普及率である」との答弁がありまし

た。 

それを受けて、委員中から、「８０．７％ということは、約２割がＬＥＤ化されていない

ことになる。その理由としては、ＬＥＤ化することによる制度等が正しく伝わっていない

からではないかと思われるが、どのように周知をしているのか」との質疑があり、 

当局より、「これまでも周知については行っているが、より具体的に記載することに配慮

した手引を作成するなど、制度の周知に努め、ＬＥＤ化を図ってまいりたい」との答弁が

ありました。 

本議案のうち、当委員会所管分につきましては、討論において、一部委員から、  

「歳入において、自主財源をふやすための具体的な取り組みが不十分であるので、反対す

る」との意見がありましたので、挙手により採決いたしました結果、賛成多数で可決すべ

きものと決しました。  

 

 次に、議案第６０号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例につき

ましては、  

討論において、一部委員から、「行政不服審査制度の見直しには反対であり、本議案には

反対する」との意見がありましたので、挙手により採決いたしました結果、賛成多数で可

決すべきものと決しました。  

 

また、議案第９８号 山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増減、共

同処理する事務の変更、共同処理する事務の構成団体の変更及びこれに伴う規約の変更に

ついてにつきましては、  

討論において、一部委員から、反対との意見がありましたので、挙手により採決いたし

ました結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。  

 

なお、そのほかの案件につきましては、特に申し上げるべきことはございません。  

 以上で、総務常任委員会の審査報告を終わります。  


